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　砂川市では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている市内中小企業者の皆様

の経営安定化を図るため、市独自対策として、以下の支援給付をします。

【経営持続化給付金　拡充】

　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定程度減少している中小企業者の事業活動

を維持又は継続できるよう支援するための給付における要件緩和による対象の拡充です。

 ◎令和２年分確定申告書に記載された事業収入額が令和元年分確定申告書

　　に記載された事業収入額と比べて10％以上減少している中小企業者

　※事業収入額には国・道・市からの各種給付金を含みます

　◇令和２年２月以降に開業した事業者の特例

　　①令和２年中の最高事業収入月額に営業月数を乗じて得た額が令和２年分確定

　　　 申告書に記載された事業収入額と比較して10％以上減少している中小企業者

　◇平成３１年２月以降に開業した事業者の特例

　　②令和元年の平均事業収入額を12倍した額と令和２年分確定申告書に記載され

　　　 た事業収入額と比較して１０％以上減少している中小企業者

　◇事業年度が１月～１２月の期間となっていない法人の特例

　　①令和元年及び令和２年のそれぞれ１月～１２月までの事業収入額を比較して

　　 　10%以上減少している中小企業者

　対象業種　食料品製造業、印刷業、飲食料品・衣服・身の回り品小売業（フランチャ

　　　　　　　　イズ契約店を除く）、宿泊業、飲食店、理美容業、写真業、葬儀業

　　　　　　　　娯楽業、貸衣装業、一般乗用・貸切旅客自動車運送業

  10％以上30％未満　20万円　30％以上50％未満　40万円　50％以上　60万円　　

  令和３年７月２７日（火）～11月３０日（火）

　◎経営持続化給付金申請書・誓約書兼承諾書（当所でも用意しています）

　◎事業収入の比較が確認できる書類（確定申告書等）

　◎振込口座がわかる通帳の写し

　　次ページへ続く

要 件

給 付 額

受 付 期 間

必 要 書 類

砂 川 市 給 付 金 事 業
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お問い合わせ・お申し込みは … 砂川商工会議所又は下記まで
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が ん 検 診 の ご 案 内
砂川市は30歳から乳がん検診が受けられます。２人に１人ががんになる時代ですので、年に１度は

がん検診を受けましょう！
また、検診費用の約４割は砂川市が補助していますので、低料金でがん検診が受けられます。

２人に１人ががんになる時代です。年に１度はがん検診を受けましょう！検診費用の約4割は砂川市が補
助してますので、低料金でがん検診が受けられます。なお、「すながわ健康ポイント事業」の特典『健（検）
診チケット』をお持ちの方は使用できます（ピロリ菌検査は除く）。

「胃・肺・大腸がん検診」すながわ健康ポイント対象事業
▲と き １１月８日（日）

▲受付時間 「３密」を避けるため、受付時間は下記のとおりとなります。（各時間定員23人）
①６：００～６：３０ ②６：３０～７：００ ③７：００～７：３０
④７：３０～８：００ ⑤８：００～８：３０ ⑥８：３０～９：００
⑦９：００～９：３０ ⑧９：３０～１０：００（大腸がん検診のみ）

▲と こ ろ ふれあいセンター

▲対 象 40歳以上の砂川市民 （ピロリ菌検査は20歳から可能）

▲料 金 ・胃 が ん（バリウム検査） 2,000円
・肺 が ん（レントゲン検査） 600円
・喀痰検査（喫煙本数の多い方、たんがよく出る方） 1,100円※当日受付
・大腸がん（便潜血検査） 1,000円
・ピロリ菌検査（検便検査） 3,300円

※ピロリ菌検査は、40歳以上は胃がん検診を受ける方が対象、20歳～39歳はピロリ菌検査のみ受診可能。
※砂川市国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は上記の料金より半額となります。ただし、ピロリ菌
検査は半額にはなりません。

◎申 込 期 限 １０月１５日（木）
◎詳細、申込み ふれあいセンター ℡ 52-2000へ

 

 











休業等の要請期間の延長について
令和３年５月28日、政府において一部区域の５月31日で期限を迎える緊急事態宣言
の６月20日までの延長が決定し、北海道においても、「緊急事態措置」を６月20日まで
延長するとともに、休業等の要請期間を、６月20日まで延長することとなりました。

【中小企業特別支援給付金】

　緊急事態宣言に伴う外出や往来の自粛等により影響を受けた事業者及び市内の時短営業要請対象

の飲食店等と直接的・継続的な取引があり、影響を受けた中小企業者が、継続的に事業を営むことが

できるよう支援するための給付です。

※時短営業の要請を受け、北海道による緊急事態措置協力支援金の支給対象となった

 事業者を除く

　①令和３年５月、６月の売上高のいずれかが前年同月又は前々年同月に比べ

　　　20％以上50％未満減少している中小企業者（50％以上減少している事業者

　　　は国の月次支援金の対象となりえます。）

  ※令和２年７月～令和３年４月までの間に開業した事業者の特例

     開業した年を基準年とし、令和３年５月及び６月の売上高のいずれかが、基準年の

　　 月平均の売上高と比較して減少率が20％以上であるもの

　②令和３年５月、６月の売上高のいずれかが前年同月又は前々年同月に比べ

　　　20％以上減少し、かつ市内の時短営業対象の飲食店等と継続的な

　　　取引がある中小企業者（国の月次支援金と併給可）

　※要件に該当する全業種が対象

　①５万円　　②５万円　　（①、②の併給可）

　令和３年７月１３日（火）～11月３０日（火）

　◎中小企業特別支援給付金申請書・誓約書兼承諾書（当所でも用意しています）

　◎売上高の比較が確認できる書類

　◎振込口座がわかる通帳の写し

　◎通帳・領収書など、時短対象飲食店等と継続的に取引していることがわかる資料の

　　　写し（上記②の申請をする事業者のみ）

「中小企業特別給付金」と国・道支援金の併給例

国 道

（月次） （特別Ｂ）

〇 ×

〇 ×

× 〇

× ×

※「経営持続化給付金」の対象事業者の方は申請書を郵送済みです。「中小企業特別支援給付金」は

　全業種対象のため、申請書を郵送しておりません。各申請書については砂川市ＨＰもしくは当所にも用

　意していますのでご利用ください。お問い合わせは下記までお願いいたします。

【お問合せ・ご相談】　砂川市商工労働観光課　　℡0125-54-2121

砂川商工会議所　　　　 　　℡0125-52-4294

【申請・詳細HP】　 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/

要 件

給 付 額

受 付 期 間

必 要 書 類

５月と６月いずれかが売上減少50％以上

売上減少30％以上50％未満

売上減少20％以上30％未満

市（特別支援） 市（特別支援）

売上減少 時短飲食店との取引

５月と６月ともに売上減少50％以上

併給可を〇　不可を×

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
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令
和
３
年
度

事
業
計
画
・
予
算
が
決
定
！

科 目 ･ 会 計 一般会計 事業サービス会計 相 談 所 合 計

会 費 13,172 13,172

負 担 金 472 472

市 補 助 金 58,927 2,838 61,765

道 補 助 金 16,829 16,829

事 業 収 入 8,751 8,751

一般会計繰入金 989 1,709 2,698

そ の 他 1,323 1,323

雑 収 入 1 84 8 93

繰 越 金 4,650 4,650

合 計 78,545 9,824 21,384 109,753

科 目 ･ 会 計 一般会計 事業サービス会計 相 談 所 合 計

事業・会議費 57,721 1,043 58,764

管 理・事務費 7,265 9,349 19,349 35,963

特別会計繰出金 2,698 2,698

公 課 分 担 金 1,297 80 15 1,392

そ の 他 3,546 395 977 4,918

次 期 繰 越 金 6,018 6,018

合 計 78,545 9,824 21,384 109,753

令和２年度 砂 川 商 工 会 議 所 決 算 総 括 表
自 令和２年４月１日 ～ 至 令和３年３月３１日

収入の部 （単位：千円） 支出の部 （単位：千円）
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　 北海道は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者

 の皆さまが感染防止対策の強化のために令和３年６月18日から申請日までの間に購入、設置、支払が完了し

 た備品等について支援します。

 ①業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。

 ②事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。

 ③事務局が行う現地確認調査に応じること。

 ④補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を

 　 申請・受給していないこと。

 ⑤飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。

　 補助上限額：７５，０００円　　　　補助率：３／４以内

 〇ｅラーニング受講期間　　※各回先着順

　 【第１回目】２０２１年７月30日（金）～８月13日（金）

　 【第２回目】２０２１年９月１日（水）～９月17日（金）
 ※補助金の申請にはｅラーニングを受講し、終了証を取得する必要があります。

  　（eラーニングを受講できない方はコールセンターまでご連絡ください。）

 ※各回先着順での受付となり、各回の予定数に達した時点で受講を締切ります。

 〇申請受付期間

 　 ２０２１年７月30日（金）～11月19日（金）　　※消印有効

 　中小企業基本法第２条に規定する道内の中小企業者で道内に店舗を有し、主たる業務に

 おいて対面でサービスを提供する事業者

 ①事務局ホームページからeラーニングを受講し、終了証を受領

 ②申請書の様式を用いて感染防止対策に係る計画を策定

 ③申請書を郵送（簡易書留等）にて送付（※住所の記載は不要）

　　〒060-8791　　飲食事業者等感染防止対策補助金事務局

　 詳しい内容については飲食事業者等感染防止対策補助金事務局（ＴＥＬ：011-330-8299）にお問い合わせ

 もしくは事務局ホームページhttps://elearning.hokkaido.jp/をご覧ください。

要 件

補 助 額

受 付 期 間

補 助 対 象 者

申 請 方 法 等

飲食事業者等感染防止対策補助金
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は
し
ご
酒
大
会
に
つ
い
て

 

 





























北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に

係
る
特
別
相
談
窓
口
の

開
設
に
つ
い
て

当
商
工
会
議
所
で
は
、
平
成
30

年
９
月
６
日
の
地
震
に
よ
り
、
経

営
に
影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
企

業
者
等
の
経
営
及
び
金
融
の
相
談

に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
相
談
窓

口
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

開
設
場
所

砂
川
商
工
会
議
所

相
談
業
務
課

℡

５
２
㿌
４
２
９
４

第
２
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

第
１
回
商
業
委
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き
７
月

第
３
回
工
業
委
員
会
開
催

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

道
路
功
労
者
表
彰
受
賞

委
員
会
の
う
ご
き
７
月

商
工
会
議
所
会
員

優
待
サ
ー
ビ
ス
事
業

「
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
」
を

ご
利
用
下
さ
い

第
４
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

 

 



































































































砂
川
商
工
会
議
所
職
員
発
令

９
月
１
日
付
け
の
発
令
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

相
談
業
務
課
嘱
託

（
事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長
）

作
田

清
之

事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長

（
相
談
業
務
課
長
）河原

正
一

相
談
業
務
課
長

（
相
談
業
務
課
主
事
）

水
島

和
彦

第
４
回
広
報
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

第
１
回
３
号
議
員
選
任
委
員
会
開
催

第
２
回
会
頭
推
薦
委
員
会
開
催

去
る
、
７
月
26
日
（
月
）
に
、
第

４
回
広
報
委
員
会
が
書
面
に
て
開
催

さ
れ
、
次
の
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
ま
し
た
。

▽

議

事

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

会
議
所
の
う
ご
き
10
月

10
日
▼
第
５
回
三
役
会

会
議
所

23
日
▼
第
５
回
広
報
委
員
会

会
議
所

新
入
会
員
の

募
集
に
つ
い
て

当
所
で
は
、
よ
り
多
く

25
日
▼
第
３
回
理
事
会

会
議
所

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
９
月

行
政
要
望
の

取
り
ま
と
め
に
つ
い
て

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

会
議
所
の
う
ご
き
８
月

予
定

ク
ー
ル
ビ
ズ

実
施
の
お
知
ら
せ

砂
川
商
工
会
議
所
で
は
、
左

記
の
期
間
に
ク
ー
ル
ビ
ズ
を
実

施
い
た
し
ま
す
。
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

実
施
期
間

令
和
３
年
６
月
１
日
～

９
月
末
日
ま
で

▽
日

時

令
和
３
年
７
月
27
日
（
火
)12
時

▽
場

所

砂
川
商
工
会
議
所

大
会
議
室

▽
報
告
事
項

（
１
）
主
要
業
務
報
告

７
月
・
８

月
行
事
予
定
に
つ
い
て

（
２
）
各
会
計
報
告
（
６
月
末
現
在
）

に
つ
い
て

（
３
）
会
員
異
動
調
書
に
つ
い
て

（
４
）
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
換
金
状

況
報
告
に
つ
い
て

（
５
）
北
海
道
観
光
社
交
事
業
協
会

空
知
地
区
本
部
事
務
委
託
に

つ
い
て

常
議
員
会
の
う
ご
き
７
月

第
２
回
常
議
員
会
開
催

会
員
の
皆
様
へ

会
費
の
自
動
口
座
振
替
の

お
願
い
に
つ
い
て

商
工
会
議
所
会
費
の
納
入
に
つ
い

て
、
事
務
の
効
率
化
、
振
込
手
数
料

等
経
費
の
削
減
を
図
る
た
め
、
会
費

の
自
動
口
座
振
替
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
。

新
た
に
自
動
口
座
振
替
を
ご
希
望

の
方
、
又
は
指
定
口
座
の
変
更
さ
れ

る
方
は
、
会
議
所
窓
口
に
て
手
続
き

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

砂
川
商
工
会
議
所
総
務
課

（
℡

52
-４
２
９
４
）
ま
で

お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

源
泉
徴
収

事
務
処
理
個
別
相
談

 

 





























イ
ベ
ン
ト
中
止

▼
砂
川
納
涼
花
火
大
会
・

ラ
ブ
･リ
バ
ー
砂
川
夏
祭
り

▼
子
ど
も
み
こ
し

議
員
職
務
執
行
者
変
更

当
所
議
員
職
務
執
行
者
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
の
で
次
の
と
お
り

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▽
㈱
北
海
道
銀
行
砂
川
支
店

支
店
長

葛

西

英

剛

様

令
和
３
年
６
月
１
日
付

第
１
回
工
業
委
員
会
開
催

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
７
月

去
る
、
７
月
20
日
（
火
）
12
時
よ

り
当
所
第
１
会
議
室
に
於
い
て
、
第

２
回
総
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
次

の
議
案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▽

報

告

（
１
）
会
員
異
動
状
況
に
つ
い
て

▽

議

事

（
１
）
一
般
会
計
・
相
談
所
会
計
補

正
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

（
６
）
令
和
３
年
度
砂
川
市
内
勤
続

従
業
員
顕
彰
式
に
つ
い
て

（
７
）
駅
前
地
区
施
設
に
つ
い
て

（
８
）
各
委
員
会
報
告

▽
議

案

（
１
）
第
40
回
会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大

会
に
つ
い
て

（
２
）
一
般
・
相
談
所
会
計
補
正
予

算
に
つ
い
て

砂川商工会議所

～お盆休暇のお知らせ～

８月13日（金） 閉所
14日（土） 閉所
15日（日） 閉所

▽

議

事

（
１
）
第
40
回
会
員
親
睦
ゴ
ル
フ
大

会
に
つ
い
て

（
２
）
第
28
回
会
員
事
業
所
対
抗
ボ

ウ
リ
ン
グ
大
会
に
つ
い
て

（
３
）
令
和
３
年
度
砂
川
市
内
中
小

企
業
勤
続
従
業
員
表
彰
式
に

つ
い
て

議
員
職
務
執
行
者
変
更

当
所
議
員
職
務
執
行
者
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
の
で
次
の
と
お
り

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

▽
㈱
北
洋
銀
行
砂
川
支
店

支
店
長

渋
谷

浩
樹

様

令
和
３
年
７
月
１
日
付

勤
続
従
業
員

顕
彰
式
の
お
知
ら
せ

当
所
で
は
、
令
和
３
年
度
勤
続
従

業
員
顕
彰
式
を
次
の
要
領
で
行
い
ま

す
。
同
封
の
推
薦
書
類
に
被
表
彰
者

名
を
記
入
の
上
、
期
日
ま
で
に
ご
提

出
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し

ま
す
。

（
１
）
表
彰
資
格

会
員
事
業
所
の
従
業
員
の
う
ち

令
和
３
年
９
月
１
日
現
在
、
勤
続

年
数
が
満
５
年
以
上
、
５
年
以
降

は
５
年
増
す
ご
と
に
表
彰
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

（
２
）
対
象
調
査

同
封
の
勤
続
従
業
員
表
彰
者
推

薦
書
に
記
入
の
上
、
令
和
３
年
８

月
23
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
提
出
期
限
が
、
８
月
23
日
（
月
）

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
被
表
彰

者
資
格
の
令
和
３
年
９
月
１
日
現

在
の
取
扱
い
は
、
そ
の
時
点
で
在

職
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
計

算
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
に
よ
っ
て
は
、表
彰
式
、

懇
親
会
を
中
止
と
す
る
場
合
が
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
場
合
は
別
途
ご

連
絡
致
し
ま
す
。

（
３
）
顕
彰
式
日
程

日

時

令
和
３
年

11
月
19
日
（
金
）

午
後
６
時
よ
り

場

所

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル


